
中小企業コース

改定

10.06.21

既着工新築住宅
向けメニュー

※

※

付保住宅の事故に関する保険金お支払いについて
保険法人と紛争が生じた場合、一般社団法人住宅
瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査
を請求することができます。詳細・条件等は当社
までお問合せください。

転売特約



特約について

転売特約

共同企業体特約

○概要
従来の保険（住宅瑕疵担保責任保険）制度においては付保住宅が譲渡された場合、当該付保住宅の新たな取得者（転得者）には
保険契約が引き継ぎされませんでしたが、この特約を付帯することで、保険期間中の譲渡であれば、転得者についても当社
へ直接保険金を請求することが可能となります。

○「転得者証明書」交付までのフロー（特約を付帯したうえでのお手続となります。）

�※ なお当社が保険期間を通じて１付保住宅について支払う保険金の額は、保険金請求の時期または被保険者もしくは住宅
　 取得者の�数を問わず、2,000万円を超えないものとします。

○概要
１棟の住宅に対し瑕疵担保責任を負う共同企業体（ J V ）を構成する事業者が、連名によって1つの保険契約を締結すること
ができる特約です。

�○契約形態  ※すべての参加事業者が保険利用の場合

・保険契約者または被保険者を共同企業体参加事業者の連名とする1契約となります。

・参加事業者の間で以下の内容を規定した協定を交わしていただく必要があります。

�　① 事務幹事会社の選定

�　② 事務幹事会社と参加事業者の連絡体制

�※ 事前にすべての参加事業者
　 の事業者届出が必要です。

�○資力確保数の考え方
全戸数100戸のマンションを、 参加事業者３社 （ すべてが保険利用 ） の連名にて保険契約した場合、 ３社それぞれが100戸
の住宅に対し100戸の保険を付保した扱いとなります。 当社からも、各参加事業者に対して、 100戸分の保険を付保をされて
いる旨の通知（保険契約締結証明書）を送付します。 これにより、全３社すべてが、 100戸の資力確保義務に対し100戸分の資
力確保を行っているものとみなされます。

�※ 詳細は、当社または当社取次店までお問合せください

※ 中小企業コースを適用するためには、 すべての参加事業者が中小企業コースの対象である場合に限り適用となります。  

○付帯方法
・対象　　　： 保険契約時の同時付帯あるいは契約後の追加付帯いずれも可能

・付帯方法 　： 同時付帯 ⇒ 契約申込書の特約欄を使用します。�

　　　 　  　　追加付帯 ⇒ 「転売特約追加付帯申請書」にて届出します。

・事務手数料： 同時付帯、追加付帯いずれも無料です。

①～③ 発注者・買主は転得者との売買契約成立後、まず売主等に対し保険付保住宅を転得者に譲渡することを通知し、そのうえで、「第一取得者からの譲渡通知書」を売主等に提出（通知）� 
      ④ 売主等は転得者に対し保険付保住宅について発注者・買主へ負担している住宅瑕疵担保責任と同等の内容を保証する約定を締結し、「保証書」（書式の雛形は当社でもご用意しております）を交付
      ⑤ 売主等は当社に対して、保険付保住宅が譲渡される旨を通知し、「転得者証明書発行依頼書」（特約付帯後に当社より売主等へ送付）、③の通知書および④の約定の写しを提出�
      ⑥ 当社より転得者に対し「転得者証明書」を発行・交付
�＜事故発生時＞
�      保険事故発生時（売主等倒産等の場合）、転得者は当社に直接保険金を請求することが可能。��

※この特約の認可（平成21年11月19日）以前の保険契約
　についても追加付帯が可能です。

※特約付帯手続き完了後、当社より売主等へ「転得者証明書発行
　依頼書」を送付します。�

住宅の引渡し

連名保険契約

保険契約者

および被保険者

A社、B社、C社

住宅取得者

A社

B社

C社

協定

J V

② 譲渡通知

③ 「第一取得者からの　　
　 譲渡通知書」送付・返送

④ 「保証書」を交付

⑥ 「転得者証明書」
　 を交付

⑤� 「転得者証明書発行
　 依頼書」と③ ④ の写しを送付

※ 「転得者」からさらに「次の転得者」へ譲渡された場合も
　 同様の手続きとなります。
　 （「転得者」から売主等への通知書類は異なります。）

① 売買契約成立

※次回以降の転売時に
　転得者証明書を交付
　した場合、それ以前に
　交付した転得者証明
　書は無効となります。

発注者・買主 転得者売主等



地盤調査を行って下さい。
（ご要望に応じて、地盤保証
の取り次ぎを行っています。）

検査済証（写）、もしくは当該住宅の完成を確認するための書類（例：竣工写真等）

契約内容確認シート

保険証券発行依頼書

その他、お申込いただいているプランに応じて追加資料が必要となる場合があります。

■ 初回検査は受付完了後、検査員から日程調整のお電話をいたします。現場検査に必要な設計施工確認シートは検査員が

　 検査時にお渡しします。

■ 検査回数

○ 階数が３以下（地階を含む）の住宅の場合

○ 階数が４以上（地階を含む）の住宅の場合

○ 建設住宅性能評価を受ける住宅の場合

① 基礎配筋工事の完了時

② 躯体工事の完了時または下地張り直前の完了時

① 基礎配筋工事の完了時

② 最下階から数えて２階および３に７の自然倍数を加えた階の床の躯体工事の完了時

③ 屋根工事の完了時または下地張りの直前の工事の完了時

：検査は原則２回行います。

：検査は３回以上行います。

：各回の検査は性能評価の現場検査で行うものとし、防水検査を追加します。

  ただし、他の性能評価機関による建設住宅性能評価の場合は、当社が防水検査のみ行うと認める場合に限ります。

（共同住宅の場合、保証対象者一覧表とそのデータ）
受付後に当社より受付票と合わせて
送付します。

お申込みの際に取次店よりお渡しします。
（ホームページからダウンロードできます）

竣工写真は外観１面以上です。

※１： すまい保険のお申込みと建設性能評価のお申込みのタイミングが異なる場合は △ の書類が必要となります。

順番 �必要書類

�戸建プラン

標準

共同プラン

注意点

必要書類事前チェックリスト

�契約申込書

確認済証（写）または
�確認申請書1～5面（写）

�地盤調査報告書

地盤改良工事報告書
�（改良工事を行う場合は提出要）

�面積表

�付近見取図

�配置図

�平面図

立面図または
�これに代わる図面等

�基礎の状況に関する
�右記のいずれかの資料

�２階の状況に関する
�右記のいずれかの資料

�防水措置の状況に関する
�右記のいずれかの資料

�仕様書

�構造図

�提出書類を確認するチェックリストになります

押印前に重要事項説明書の内容をご確認ください

確認申請不要エリアは工事届出書（写）あるいは
それに代わるものを提出

�地盤改良工事の要否判断（考察）が必要

申込時に提出できない場合は、初回検査時に検
査員へ提出

建築基準法上の延べ床面積（戸建・共同住宅）、�
瑕疵対象延べ面積、全住戸の専有面積表等、住
戸数を確認できるもの（共同住宅のみ）

現地の所在地がわかる案内図

�各階

（ａ）基礎伏図、及び矩計図（断面図でも可）
�（ｂ）基礎の断面 ・配置 ・配筋状況がわかる資料
     （平面図および立面図等へ記載したものでも可）

（ａ）２階床伏図
�（ｂ）２階の床の火打ち梁の位置がわかる資料
     （平面図へ記載したものでも可）

（ａ）矩計図又は断面図
�（ｂ）外壁、屋根、バルコニーの防水措置の状況が
      わかる資料 （平面図及び立面図等へ記載し
      たものでも可）

屋根・壁の仕上材、防水下地の種類、防水工法
の種類、シーリング材の種類がわかるもの

�確認申請時に提出した構造図一式（ただし、構
造計算書は含みません）

�性能評価付優良

性能評価付
標準

【 注意 】

立面図のみ
必要

（ a ）必須

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

※３： 階数が３以上の戸建プランは、上記必要書類の1～11、13～15をご提出ください。

※２： ４、５、12、13の書類については、すまい保険のお申込み時に揃わない場合、初回現場検査時に検査員へご提出ください。

4号建築物
は不要

（取得者が契約内容についてご理解されたことを確認する書類）

※2

※2

※2

※2

※1 ※1

※1 ※1

※1 ※1

※3

�保険証券発行依頼書の提出
までに、住宅取得者へ「契約
内容のお知らせ」を用い、説明
を行ってください。
�説明実施後、「契約内容確認
シート」に署名または記名・
押印をもらい、ハウスプラス
へ提出してください。

�既着工住宅の保険契約申込
補助シート16

付保に必要な現場検査の時期を逸した新築住宅
の場合は必須となります

保険証券、明細書、保険加入
証明書の3点を申請者（事業
者）宛に送付します。
�事業者は住宅取得者に引渡
しの際に加入証明書を渡し
てください。

付保住宅転売時の必要書類（転売特約付帯契約の場合）付保住宅転売時の必要書類（転売特約付帯契約の場合）

※電子申請可能

※4

1

2

3

保険証券発行依頼時の必要書類保険証券発行依頼時の必要書類

保険お申し込み時の必要書類保険お申し込み時の必要書類

転得者証明書発行依頼書

第一取得者からの譲渡通知書（写）
 〈 2回目以降の転売の場合は 「譲渡通知書（除く第一取得者）」（写） 〉

保証書（写）

ホームページからダウンロードできます。

書式の雛形は当社でも用意しています。
（ホームページからダウンロードできます）

特約付帯手続完了後、当社より送付します。

※４： 建築基準法第6条第1項第4号の住宅とは ： 100㎡以下の共同住宅および、【木造】階数２階以下または高さ13m以下、

　　　軒高9m以下、延面積500㎡以下、ならびに【木造以外】階数１階以下または延面積200㎡以下の住宅です。

�性能評価付優良

性能評価付

（右記必須） （右記必須）

※Web登録可能



�１付保住宅の限度額

�（＊1）当社が同一事業年度（毎年4月1日から翌年3月31日までの期間）の間に締結した保険

　　  契約により保険期間を通じて支払われる保険金を通算しお支払いする保険金の限度額

�（＊2）当社が締結した保険契約により、同一事業年度（毎年4月1日から翌年3月31日までの

　　  期間）の間に報告された全ての事故に対し、当社が支払う保険金の限度額

�（＊3）同一の原因により生じた一連の瑕疵に起因する事故をいいます。瑕疵の発生の時も

　　  しくは形態、瑕疵が発生した対象住宅の数もしくは場所または修補請求の数等を問

　　  いません。同一の原因とは以下の事由と実質的に同一であるものをいいます。

�　    　① 設計、設計プログラムまたは設計方法

�　    　② 施工または施工の方法

�　    　③ 建設資材または建設部品�

共同住宅について

�  ・建設工事完了日から1年を経過した日までの間は、付保住宅の数に応じて保険金をお支払いします。

�  ・１住棟に含まれる付保住宅戸数に１付保住宅の限度額を乗じた金額が１住棟あたりの支払限度額となります。

同一引受年度支払限度額（＊1）

�１事業年度の保険金支払限度額�（＊2）

�左記限度額以外に、一連の事故（＊3）に対する保険金の支払いに対応するため、保険法人が共有する保

険金支払いに係る限度額があります。

事業者届出料・更新料

��・振込の手間と振込手数料が不要となります。

�・預金口座振替依頼書は事業者届出証発送時に同封します。

�・すでに事業者届出済みの場合は、当社ホームページ（ 届出事業者さま専用ページ ）より

　預金口座振替依頼書をダウンロードできます。

口座振替で申込みできます

（H）21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

期間中125億円

1
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業
年
度
1
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5
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1
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当社

当社

象

支払

□保険料：当面、着工前申込 （ 中小企業コースの場合はその金額 ） と同額とします。

�□検査料および検査内容

�　・検査料については工事の進捗、 構造・床面積等に基づき算定します。 

�　・書類検査及び現場検査 （ 非破壊を含む ） を実施します。

※料金は戸建住宅であり、木造及び1住棟の延床面積が500㎡未満のRC・SRC・S造かつ階数が3以下（地階を含む）

　の住宅の場合は添付別紙をご確認ください。 該当しない場合は、当社または当社取次店までお問合せください。

�戸建・共同住宅ともに既着工新築住宅 （ 付保に必要な現場検査の時期を逸した新築住宅 。ただ

し、引渡し前の物件に限ります）についても保険をご利用いただけます。

・すまい保険取次店窓口にご提出ください。

・最寄の取次店は、当社ホームページ上の保険

　取次店一覧よりご確認ください。

発行日：2010/7/20（外-P10-055）

事故発生時専用ダイヤル

03-5962-3819 0120-534-333平日 土・日・祝

対象事業者

届出に必要な書類 書類の提出窓口

便利な電子申請のご利用をおすすめします

・インターネットにより保険申込を申請できます。

・ペーパーレスで押印不要、当社へ直接申請することでよりスピーディーに手続きできます。

・「申請中」 「交付済み」 といった契約の進捗状況をリアルタイムで確認できます。

・ご利用を始めるには、当社ホームページ

　より電子メールまたは書面にてアカウントを申請してください。

電子申請

新築住宅の建設または販売をする「ハウスプラスすまい保険」をご利用になる住宅事業者が対象です。
※届出は法人単位（個人の場合は事業者単位）です。

① 事業者届出書

② 重要事項確認書

③ 建設業許可証の写し、宅地建物取引業免許証の写し
（ 該当する住宅事業者は必ずご提出ください。）

※住宅事業者の押印は原則公印にてお願いします。

（http://www.houseplus.co.jp/service/sumaihoken_denshi.html）

�【申込方法】

　�・申込手続は通常の契約申込と同様ですが（ 重要事項説明等も必要 ）、 必要書類に加え工事の進捗状況等を

　　ご報告いただく 「 既着工住宅の保険契約申込補助シート 」 をご提出いただきます。

（任意保険（2号保険）の場合は、条件が異なります。詳細は「重要な事項等のご説明〈重要事項説明書〉」「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。）

（詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。）

（詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。）

（詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。）

03-5962-3815 03-5427-3191

108-0014 東京都港区芝5-33-7
徳栄ビル本館４階

注意事項
お申込を撤回する場合、申請撤回依頼書が当社に到着するまでに実施した検査の検査料合計額および撤回手数料を申し受けます。



平成23年1月23日版

○保険料（非課税）

【通常コース】 （保険料は非課税、検査料は消費税込み）　（円） 【通常コース】 （円）

標準プラン 性能評価付プラン  性能評価付優良プラン 標準プラン 性能評価付プラン 性能評価付優良プラン

保険料 43,900 39,000 33,600 40㎡未満 26,000 24,700 24,500

検査料(2回分） 25,200 5,250 5,250 40㎡以上～55㎡未満 29,000 27,600 27,200

計 69,100 44,250 38,850 55㎡以上～70㎡未満 33,000 31,400 30,900

保険料 55,800 49,600 43,100 70㎡以上～85㎡未満 36,200 34,400 33,700

検査料(2回分） 31,500 5,250 5,250 85㎡以上～100㎡未満 40,200 38,000 37,300

計 87,300 54,850 48,350 100㎡以上～150㎡未満 49,200 46,800 45,600

保険料 77,200 68,700 58,300 150㎡以上 66,600 63,400 61,500

検査料(2回分） 42,000 5,250 5,250

計 119,200 73,950 63,550 【中小企業コース】 （円）

保険料 77,200 68,700 58,300 標準プラン 性能評価付プラン 性能評価付優良プラン

検査料(2回分） 56,700 5,250 5,250 40㎡未満 25,500 25,400 25,300

計 133,900 73,950 63,550 40㎡以上～55㎡未満 28,100 27,900 27,800

55㎡以上～70㎡未満 31,100 30,700 30,500

70㎡以上～85㎡未満 33,700 33,300 33,000

85㎡以上～100㎡未満 36,400 35,900 35,600

【中小企業コース】 （保険料は非課税、検査料は消費税込み）　（円） 100㎡以上～150㎡未満 44,400 43,700 43,300

標準プラン 性能評価付プラン  性能評価付優良プラン 150㎡以上 57,000 55,900 55,200

保険料 39,600 37,100 32,600 ※中小企業コースは資本金3億円以下または従業員数300名以下の事業者、または個人事業者がご利用いただけるコースです。

検査料(2回分） 25,200 5,250 5,250 ※平成22年9月30日をもって、補助金（2,000円/戸）は終了となりました。

計 64,800 42,350 37,850 *1　別途性能評価の費用が必要になります。

保険料 48,700 45,300 41,200

検査料(2回分） 31,500 5,250 5,250 ○検査料（消費税込み）

計 80,200 50,550 46,450
保険料 60,000 55,900 50,100 1住棟の延床面積 1回出向ごとの検査料 1住棟の延床面積 1回出向ごとの検査料

検査料(2回分） 42,000 5,250 5,250 125㎡未満 12,600 125㎡未満 12,600

計 102,000 61,150 55,350 125㎡以上～150㎡未満 15,750 125㎡以上～150㎡未満 15,750

保険料 60,000 55,900 50,100 150㎡以上～200㎡未満 21,000 150㎡以上～200㎡未満 21,000

検査料(2回分） 56,700 5,250 5,250 200㎡以上～500㎡未満 28,350 200㎡以上～500㎡未満 28,350

計 116,700 61,150 55,350 500㎡以上～3,000㎡未満 42,000 500㎡以上～3,000㎡未満 42,000

※中小企業コースは資本金3億円以下または従業員数300名以下の事業者、または個人事業者がご利用いただけるコースです。 3,000㎡以上 78,750 3,000㎡以上～30,000㎡未満 78,750

※平成22年9月30日をもって、補助金（2,000円/戸）は終了となりました。 30,000㎡以上 110,250

*1　別途性能評価の費用が必要になります。 ○建設住宅性能評価を受けた住宅の場合
検査料

　　現場検査 建設住宅性能評価で実施

階数が3以下（地階を含む）の住宅 5,250
階数が4以上（地階を含む）の住宅 52,500

ハウスプラスすまい保険　料金表

125㎡未満

125㎡以上～
150㎡未満

150㎡以上～
200㎡未満

　　防水検査

200㎡以上～
500㎡未満

階数が3以下（地階を含む）の住宅の場合 階数が4以上（地階を含む）の住宅の場合（表１）　　　　（円）

200㎡以上～
500㎡未満

125㎡未満

125㎡以上～
150㎡未満

150㎡以上～
200㎡未満

(*1) (*1)

※性能評価付優良プランで、現場検査を2回以上追加する場合は、1住棟の延床面積に応じて検査1回あたり（表１）
    の検査料が別途必要となります。

○検査は、階数が3以下の住宅の場合、原則として基礎配筋工事の完了時と躯体工事の完了時または下地張り
   直前の工事の完了時の2回行います。但し、性能評価付優良プランまたは性能評価付プランにおいては、基礎
   と躯体等の検査は建設住宅性能評価の現場検査で実施するものとし、防水検査を追加します。
○建設業法の許可が不要な請負業者向けの住宅瑕疵担保責任任意保険（２号保険）も販売しています。（戸建住
   宅、共同住宅とも保険料は上記各プランから4,000円を差し引いた額。紛争処理制度は利用できません。）
　 （※2号保険のうち、宅建業者が発注者または買主となる住宅の場合は上記プランから5,040円を差し引いた額。
        紛争処理制度は利用できません。また、故意・重過失に対し保険金は支払われません。）

※性能評価付プラン・・・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた住宅が対象
※性能評価付優良プラン・・・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価を受けた、耐震等級2以上かつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　劣化対策等級3以上の住宅が対象

　1保険契約の保険料等＝1住戸の平均専有面積に応じた保険料×付保住戸数＋検査料

・「1住戸の平均専有面積」とは、被保険者が保険の対象としようとする住戸（付保住戸）の専有面積の合計を、付保対象
  住戸数で除した面積をいいます。
・保険料には、故意・重過失基金再保険料および同基金運営費と住宅紛争処理支援センターへの負担金を含みます。
・別途、店舗や事務所等の床面積を加えて保険金限度額を積増しすることができます。詳しくはお問い合わせください。

戸建住宅 共同住宅

(*1)(*1)

(*1) (*1)

(*1) (*1)
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  ○前提条件（戸建住宅のうち木造及び1住棟の延床面積が500㎡未満のRC・SRC・S造かつ階数が3以下（地階を含む）の住宅）

【通常コース】 （保険料は非課税、検査料は消費税込み）　（円）

ケース　１
基礎非破壊検査＋上棟通常検査

ケース２
基礎非破壊検査＋耐力壁非破壊検査

保険料 43,900 43,900

検査料(2回分） 74,550 93,450

計 118,450 137,350
保険料 55,800 55,800

検査料(2回分） 84,000 106,050

計 139,800 161,850
保険料 77,200 77,200

検査料(2回分） 99,750 127,050

計 176,950 204,250
保険料 77,200 77,200

検査料(2回分） 116,550 145,950

計 193,750 223,150

【中小企業コース】 （保険料は非課税、検査料は消費税込み）　（円）

ケース　１
基礎非破壊検査＋上棟通常検査

ケース２
基礎非破壊検査＋耐力壁非破壊検査

保険料 39,600 39,600

検査料(2回分） 74,550 93,450

計 114,150 133,050
保険料 48,700 48,700

検査料(2回分） 84,000 106,050

計 132,700 154,750
保険料 60,000 60,000

検査料(2回分） 99,750 127,050

計 159,750 187,050
保険料 60,000 60,000

検査料(2回分） 116,550 145,950

計 176,550 205,950

※保険料には、故意・重過失基金再保険料および同基金運営費と住宅紛争処理支援センターへの負担金を含みます。

※中小企業コースは資本金3億円以下または従業員数300名以下の事業者、または個人事業者がご利用いただけるコースです。

※平成22年9月30日をもって、補助金（2,000円/戸）は終了となりました。

200㎡以上～500㎡未満

標準プラン

200㎡以上～500㎡未満

125㎡未満

125㎡以上～150㎡未満

125㎡未満

125㎡以上～150㎡未満

150㎡以上～200㎡未満

ハウスプラスすまい保険　　既着工新築工事　　標準プラン料金表

150㎡以上～200㎡未満

標準プラン

ケース１　基礎コンクリートを打設直後で配筋検査のみ不可能
　　　　　　 な場合（上棟後検査は通常どおりで可能）

ケース２　壁ボードまで施工が完了しており、耐力壁の検査が
　　　　　　不可能な場合（※引渡し前であることが前提）

※上記ケース１、ケース２は木造住宅の標準プランを前提とし
ています。その他の工法およびその他のプランについては当社
までお問合せください。
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